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◇日 時 

 

◇場 所 

 

◇出席委員 

 

 

 

 

◇欠席委員 

 

◇議事録署

名委員 

 

◇事務局 

 

◇会議に付

した事項 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４番委員 

第２４期第３７回農業委員会総会 

 

令和５年７月１４日（金）午後２時００分 

 

昭島市役所２０１会議室 

 

1番 谷部英治 2番 鈴木 実 3番 小町江津子 4番 石川光雄 

5番 坂本 陽 6番 細井洋治 7番 髙垣明枝  8番 篠 吉和 

9番 指田貞芳 10番 木野篤志 11番 宮﨑邦康 12番 清水幸治 

13番 野島喜博 

 

    

 

２番 鈴木 実 ３番 小町 江津子 

 

  

  森田事務局長 飯島農政係長 書記 小湊 

 

 議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書について 

 報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

 

 

それでは、只今から、第37回農業委員会総会を開催します。 

本日の議事録署名委員の指名をいたします。本日の議事録署名委員は     

２番 鈴木委員 ３番 小町委員 を指名します。 

 

これより本日の議事に入ります。 

本日の総会議案は、 

議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書について  （２件） 

報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決）   （５件） 

報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決）   （６件） 

 

それでは、議案第１号 番号１ 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につ

いて、上程いたします。事務局より提案説明願います。 

 

はい、事務局。議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上記の議案を次の通り提出する。令和５年７月14日 提出者 昭島市農業委

員会会長 谷部英治 番号1-1 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況

畑 面積965㎡ 番号1-2 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 

面積840㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積198㎡ 面積合計

2,003㎡ 申請人は、■■■■ ■■■■ 引き続き農業経営を行っている期間

につきましては、令和２年５月29日から令和５年６月30日までとなっておりま

す。備考につきましては、平成17年４月15日付相続税納税猶予適格者証明を発行

しております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

続きまして、当該農地の耕作状況について説明願います。 

４番 石川委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 
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議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

番号1-1 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。主な

耕作者は、申請者のご子息です。調査年月日は、令和５年７月６日 立会い者

は、申請者とその家族、会長、職代、Ｃ班（木野委員、指田委員、篠委員）と私

と事務局です。過去３年間の労働日数は各年間250日。土地の案内につきまして

は、■■■■■■■■■■■■を■■■■へ約96ｍ進み、歩道橋を過ぎてすぐ左

折し、北へ約97ｍ進み丁字路を左折し、西へ約125ｍ進んだ北側の農地です。農

地の状況ですが、北側よりブルーベリー３本、ツバキ２本、八ツ頭２作、サトイ

モ３作、ニンジン２作、ブロッコリー１畝、トウモロコシ１畝、ネギ１作、トマ

ト８本、ナス６本、ピーマン４本、収穫残りのジャガイモ３作、ヤマイモ３本、

エダマメ２作、落花生２作が作付けされていました。また、南側端に約３ｍ四方

の物置があり、耕耘機や、マルチ、寒冷紗等の資材が入っていました。その他は

きれいに耕耘されていました。申請人、同居の親族も耕作しています。農地とし

て認められない部分は、ありません。年間の作付け状況は、春は、ジャガイモ、

サトイモ、八ツ頭、ブロッコリー、落花生、タマネギ。夏は、サトイモ、八ツ

頭、落花生、トマト、ナス。秋は、ダイコン、ノラボウ、ホウレンソウ、コマツ

ナ、タマネギ、シュンギク。冬は、ダイコン、ノラボウ、ホウレンソウ、コマツ

ナ、タマネギです。出荷状況は、■■■■です。納税猶予制度の説明は、致しま

した。指摘事項は、一部道路際の雑草処理をお願いしました。 

続きまして、番号1-2 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとお

りです。主な耕作者は、申請者のご子息です。調査年月日は、令和５年７月６日 

立会い者は、申請者とその家族、会長、職代、Ｃ班と私と事務局です。過去３年

間の労働日数は各年間200日。土地の案内につきましては、■■■■■■■■から

■■■■に進み、北へ約274ｍ先の■■■■■■■■■■■■を渡り、北へ約127

ｍ進み左折し、道なりに北へ約142ｍ進んだ東側の農地です。農地の状況ですが、

栗24本、梅６本、柿１本が栽培中であり、その他はきれいに除草管理されていま

した。申請人、同居の親族も耕作しています。農地として認められない部分は、

ありません。年間の作付け状況は、春は、消毒作業、肥培管理。夏は、下草刈

り。秋は、下草刈り、収穫作業。冬は、剪定作業です。出荷状況は、■■■■で

す。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、枯れた切り株が数本残っ

ていたため、適宜取り除くように指摘しました。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

質問等ありますか。 

 

ありません。 

 

質疑がないものと認めます。おはかりいたします。本件については、ご異議ござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ないものと認め、本件については、申請人に引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書を交付します。 

 

次に、議案第１号 番号２ 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上程いたします。事務局より提案説明願います。 

 

はい、事務局。議案第１号 引き続き農業経営を行っている旨の証明書につい

て、上記の議案を次の通り提出する。令和５年７月14日 提出者 昭島市農業委

員会会長 谷部英治 番号２ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況
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議 長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８番委員 

 

農政係長 

 

８番委員 

 

議 長 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

畑 面積904.71㎡ 申請人は、■■■■ ■■■■ 引き続き農業経営を行って

いる期間につきましては、令和２年５月29日から令和５年６月30日までとなって

おります。備考につきましては、平成17年４月15日付相続税納税猶予適格者証明

を発行しております。 

以上、よろしくご審議のほど賜りますようお願いいたします。 

 

続きまして、当該農地の耕作状況について説明願います。 

４番 石川委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号２ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。主な

耕作者は、申請者のご子息です。調査年月日は、令和５年７月６日 立会い者

は、申請者とその家族、会長、職代、Ｃ班と私と事務局です。過去３年間の労働

日数は各年間100日。土地の案内につきましては、■■■■■■■■■■■■を■

■■■へ約96ｍ進み、歩道橋を過ぎてすぐ左折し、北へ約97ｍ進み丁字路を左折

し、すぐ右折し北へ約193ｍ進み、■■■■■■■■を渡りさらに北へ約296ｍ進

んだ西側の農地です。農地の状況ですが、梅21本が栽培されており、農地全体が

きれいに管理されていました。申請人、同居の親族も耕作しています。農地とし

て認められない部分は、ありません。年間の作付け状況は、春は、消毒作業。夏

は、下草刈り、収穫作業。秋は、下草刈り。冬は、剪定作業です。出荷状況は、

■■■■です。納税猶予制度の説明は、致しました。指摘事項は、特にありませ

ん。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。これより質疑を行います。 

質問等ありますか。 

 

番号１の申請人と番号２の申請人の関係はどうなっていますか。 

 

ご夫婦です。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

 

他に質問等ありますか。 

 

ありません。 

 

質疑がないものと認めます。おはかりいたします。本件については、ご異議ござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ないものと認め、本件については、申請人に引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書を交付します。 

 

次に、報告第１号 番号１ 農地法第４条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号１ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況宅地 面積598㎡ 届出

人は、■■■■ ■■■■ 持ち分■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
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議 長 

 

 

６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

12番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

■■■■■ ■■■■ 持ち分■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■ 持ち分■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ 持ち分■■

■■ 転用目的は、共同住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

６番 細井委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号１ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月11日 土地の案内につきましては、■■■■■■■■よ

り■■■■へ30ｍ進み左折し、60ｍ進み左折し、250ｍ進み右折し、38ｍ進んだ

左側の土地です。農地の状況ですが、２階建てアパート１棟とその駐車場になっ

ていました。周囲の状況ですが、東は、住宅と畑。南は、道路。西は、畑と駐車

場。北は、道路です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第１号 番号２ 農地法第４条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号２ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿田 現況畑 面積499㎡ 同じく

地番■■■■ 登記簿田 現況畑 面積480㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿田 

現況畑 面積83㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿田 現況畑 面積579㎡ 面積

合計1,641㎡ 届出人は、■■■■ ■■■■ 転用目的は、共同住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

12番 清水委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号２ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月10日 土地の案内につきましては、■■■■■■■■か

ら南方向へ市道を約210ｍ進み左折し、東方向へ約110ｍ進み左折し、北方向へ約

50ｍ進んだ突き当りの土地です。農地の状況ですが、賃貸住宅の工事中でした。

周囲の状況ですが、東は、農地。南は、住宅と農地。西は、住宅。北は、用水路

です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第１号 番号３ 農地法第４条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号３ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積124㎡ 同じく

地番■■■■ 登記簿畑 現況畑 面積58㎡ 面積合計182㎡ 届出人は、■■
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議 長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

10番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

■■ ■■■■ 持ち分■■■■ ■■■■ 持ち分■■■■ 転用目的は、自

用住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

４番 石川委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号３ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月６日 土地の案内につきましては、■■■■■■■■■

■■■を■■■■へ約96ｍ進み歩道橋を過ぎてすぐに左折し、北へ約97ｍ進み丁

字路を右折し、東へ約111ｍ進んだ■■■■■■■■の北側の土地です。農地の状

況ですが、地番■■■■には住宅が１棟建っていました。地番■■■■の北側は

前述した住宅の庭になっており、キュウリやナスと庭木が３本ありました。南側

は駐車場になっていました。周囲の状況ですが、地番■■■■の東は、住宅の庭

及び駐車場。南は、道路。西は、駐車場跡地と塀で囲まれた土地。北は、塀で囲

まれた土地。地番■■■■の東は、線路。南は、道路。西は、住宅。北は、塀で

囲まれた土地です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第１号 番号４ 農地法第４条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号４ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況宅地 面積0.68㎡ 届

出人は、■■■■ ■■■■ 転用目的は、宅地敷の一部です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

10番 木野委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号４ 申請者名及び土地の所在は、総会資料６ページのとおりです。案内図と

公図は総会資料10ページを参照してください。調査年月日は、令和５年７月８日 

土地の案内につきましては、■■■■から■■■■へ約90ｍ進み■■■■を左折

し、約30ｍ進み貸家の角を右折し、約10ｍ進んだ右角の土地です。農地の状況で

すが、２つの境界杭があり、１つは自宅駐車場内、もう１つはパイプフェンスと

貸家のプレハブ倉庫内にあり、パイプフェンスが境界をまたいでいました。周囲

の状況ですが、東は、自宅と駐車場。南は、■■■■。西は、貸家。北は、住宅

です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第１号 番号５ 農地法第４条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

12番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

はい、事務局。報告第１号 農地法第４条の規定による届出について（専決） 

番号５ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況宅地 面積57㎡ 同じ

く地番■■■■ 登記簿畑 現況宅地 面積96㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿

畑 現況公衆用道路 面積258㎡ 面積合計411㎡ 届出人は、■■■■ ■■■

■ 転用目的は、共同住宅・公衆用道路です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

５番 坂本委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号５ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月12日 土地の案内につきましては、■■■■■■■■■

■■■より西へ約300ｍ進んだ左側の土地です。農地の状況ですが、地番■■■■

は駐車場とアパート、地番■■■■は駐車場、地番■■■■は公衆用道路となっ

ていました。周囲の状況ですが、東は、住宅と道路。南は、住宅と駐車場。西

は、住宅。北は、道路と駐車場です。転用事業に関連する特記事項は、特にあり

ません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第４条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号１ 農地法第５条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号１ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況宅地 面積241㎡ 譲受

人は、■■■■ ■■■■ ■■■■ 譲渡人は、■■■■■■■■ ■■■■ 

転用目的は、所有権移転で事務所です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

12番 清水委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号１ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月10日 土地の案内につきましては、■■■■から■■■

■を■■■■へ約600ｍ進み右折し、南方向へ約40ｍ進んだ東側の土地です。農

地の状況ですが、■■■■の駐車場になっていました。周囲の状況ですが、東

は、住宅。南は、アパート。西は、道路。北は、店舗です。転用事業に関連する

特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号２ 農地法第５条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 
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議 長 

 

 

11番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

11番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

番号２ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況雑種地 面積128㎡ 譲

受人は、■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ 譲渡人は、■■■

■ ■■■■ 転用目的は、所有権移転で自用住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

11番 宮﨑委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号２ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月12日 土地の案内につきましては、■■■■を■■■■

へ進み■■■■を右折し、坂道を260ｍ下り■■■■の少し先の丁字路を右折し、

60ｍ進んだ行き止まりの土地です。農地の状況ですが、旧住宅跡地で現在は雑草

地となっています。周囲の状況ですが、東は、住宅。南は、住宅基礎工事中。西

は、墓地。北は、墓地です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号３ 農地法第５条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号３ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況雑種地 面積20㎡ 譲

受人は、■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ 譲渡人は、■■■

■ ■■■■ 持ち分■■■■ ■■■■ ■■■■ 持ち分■■■■ 転用目

的は、所有権移転で宅地敷の一部です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

11番 宮﨑委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号３ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月12日 土地の案内につきましては、■■■■を■■■■

へ進み■■■■を右折し、坂道を260ｍ下り■■■■の少し先の丁字路を右折し、

60ｍ進んだ先の土地です。農地の状況ですが、雑草地の延長状態になっていまし

た。周囲の状況ですが、東は、砂利道。南は、住宅基礎工事中。西は、墓地。北

は、墓地です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号４ 農地法第５条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号４ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿原野 現況田 面積433㎡ 同じ

く地番■■■■ 登記簿原野 現況田 面積213㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿
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議 長 

 

 

13番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

13番委員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

雑種地 現況田 面積51㎡ 同じく地番■■■■ 登記簿雑種地 現況田 面積

1.93㎡ 面積合計698.93㎡ 譲受人は、■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ 

譲渡人は、■■■■ ■■■■ 転用目的は、所有権移転で建売住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

13番 野島委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号４ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月11日 土地の案内につきましては、■■■■■■■■を

■■■■へ道なりに約292ｍ進み左折し、■■■■を東へ約100ｍ進み右側の用水

をまたいだ先の土地です。農地の状況ですが、草が繁茂していました。周囲の状

況ですが、東は、住宅と通路。南は、桜堤。西は、水田。北は、用水です。転用

事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号５ 農地法第５条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号５ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿田 現況田 面積2,568㎡ 譲

受人は、■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ 譲渡人は、■■■■ ■■■

■ 転用目的は、所有権移転で建売住宅です。 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

13番 野島委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号５ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月11日 土地の案内につきましては、■■■■■■■■を

■■■■へ約170ｍ進んだ右側の土地です。農地の状況ですが、草が繁茂していま

した。周囲の状況ですが、東は、道路。南は、用水。西は、住宅。北は、用水で

す。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

次に、報告第２号 番号６ 農地法第５条の規定による届出について、事務局よ

り専決した内容の説明を願います。 

 

はい、事務局。報告第２号 農地法第５条の規定による届出について（専決） 

番号６ 所在 ■■■■ 地番■■■■ 登記簿畑 現況駐車場 面積97㎡ 同

じく地番■■■■ 登記簿畑 現況駐車場 面積8.46㎡ 譲受人は、■■■■■

■■■ ■■■■ 譲渡人は、■■■■■■■■■■■■ ■■■■ 転用目的

は、所有権移転で駐車場です。 
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議 長 

 

 

９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、よろしくお願いします。 

 

続きまして、当該農地の利用状況について説明願います。 

９番 指田委員説明願います。 

 

はい、説明いたします。 

番号６ 申請者名及び土地の所在は、事務局から説明があったとおりです。調査

年月日は、令和５年７月10日 土地の案内につきましては、■■■■と■■■■

の交差点、■■■■を北へ68ｍ進み、Ｙ字の交差点を右折しすぐ右側の土地で

す。農地の状況ですが、２筆とも全面アスファルト舗装されており、駐車場とし

て利用されていました。また、侵入道路側はコーンポールと網布により区画され

ていました。周囲の状況ですが、東は、道路。南は、駐車場。西は、道路。北

は、侵入道路です。転用事業に関連する特記事項は、特にありません。 

以上です。 

 

以上、説明が終わりました。農地法第５条の届出による専決処分については、報

告どおり了承願います。 

 

それでは、以上をもちまして、農業委員会総会を終了とさせていただきます。 
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